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議 題

令和３年民間企業の勤務条件制度等調査の調査期間の変更

議事の概要

○ 議題「令和３年民間企業の勤務条件制度等調査の調査期間の変更」について、

担当局から、別添のとおり、調査期間の末日を令和３年１１月３０日から１２月

２８日に変更したいと説明があった。

○ 議題については、三人事官一致で議決された。



別添

令和３年民間企業の勤務条件制度等調査の調査期間の変更について

令和３年１１月２５日

職 員 福 祉 局

給 与 局

令和３年民間企業の勤務条件制度等調査については、本年８月１２日の人事院会

議において、調査期間を令和３年１０月１日（金）から１１月３０日（火）までと

して実施すると決定したところであるが、調査対象企業から、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止のため出勤回避をしており対応する人手が不足していること

などから１１月３０日（火）までの回答は難しい旨の連絡が複数存すること等を踏

まえ、これらの調査対象企業からの回答を受け付けて回答率を高めるため、調査期

間の末日を１２月２８日（火）に変更することとしたい。

※ これにより、調査期間は令和３年１０月１日（金）から１２月２８日（火）

までとなる。

以 上


